
令和４年度(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金

交付要項 

 

 （趣旨） 

第１条 知事は、市町村、一部事務組合及び広域連合（以下「市町村等」とい

う。）によるプラスチックごみの分別収集の推進を図るため、市町村等に対

し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、

熊本県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第３４号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。 

 

 （補助事業の実施主体） 

第２条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）の実施主

体は、市町村等（以下「補助事業者」という。）とする。 

 

 （補助事業） 

第３条 補助事業は、補助事業者が実施するプラスチックごみの分別収集の推

進に資する次の取組とする。 

（１）住民への普及啓発等 

（２）住民意向、経費等調査 

（３）分別収集試行に伴う収集運搬・中間処理 

（４）その他分別収集の推進に向けた取組と知事が認めたもの 

 

 （補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、プラスチックごみ分別収集の推進に向けた市町村等

における取組に係る経費で下表に掲げるもの（消費税及び地方消費税相当分

を含む。）のうち、知事が適当と認めたものとする。 

 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の１０分の１０以内の額（１，０００円

未満の端数は、これを切り捨てる。）とする。ただし、１市町村あたりの補

助上限額は５０万円とし、一部事務組合又は広域連合の補助上限額は５０万

円に構成市町村数を乗じて得た額とする。 

 

 

補助対象経費 

補助事業の実施に必要な、報酬、報償費、賃金、旅費、需用費、役務費、

委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費並びに負担金、補助

及び交付金、収集運搬経費及び中間処理経費 



 （補助金の交付申請） 

第６条 規則第３条第１項の申請書は、別記第１号様式によるものとする。 

２ 前項の申請書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 事業計画書（別記第２号様式） 

(２) 収支予算書（別記第３号様式）又は予算計上確約書 

(３) 実施設計書（工事を施工する場合に限る。） 

(４) 工程表又はスケジュール表 

(５) 事業の実施箇所を示す位置図 

(６) 事業の実施箇所の平面図（工事を施工する場合に限る。） 

(７) 現況写真等参考資料（工事を施工する場合に限る。） 

(８) その他知事が必要と認める書類 

３ 第１項の申請書の提出期限及び提出部数は、知事が別に定める。 

 

 （決定の通知） 

第７条 規則第６条の規定による補助金の交付決定の通知は、補助金交付決定

通知書（別記第４号様式）により行うものとする。 

 

 （補助事業の内容等の変更） 

第８条 規則第７条第１項の補助事業の内容等の変更事由は、次に定めるとお

りとする。 

(１) 補助事業に要する経費の増額又は２０パーセントを超える減額 

(２) 補助の目的及び補助事業の能率に著しく影響を及ぼすと思われる変更 

２ 規則第７条第１項の変更申請書は別記第５号様式によるものとし、事業変

更計画書は別記第６号様式によるものとする。 

３ 規則第７条第３項において準用する規則第６条の規定による補助事業の内

容等の変更の決定通知は、補助金の額に変更を生じるときは、変更交付決定

通知書（別記第７号様式）により、補助金の額に変更を生じないときは、変

更承認通知書（別記第８号様式）により行うものとする。 

 

 （申請の取下げ） 

第９条 規則第８条に規定する申請の取下げをすることのできる期日は、交付

決定の通知を受けた日から起算して３０日を経過した日とする。 

 

 （状況報告） 

第１０条 規則第１１条の規定による状況報告は、知事が必要があると認めて

指示した場合に行うものとする。 

２ 前項の状況報告は、別記第９号様式により行うものとし、その提出部数は

１部とする。 

 



 （補助事業の中止または廃止） 

第１１条 規則第５条第１項第１号の規定により、補助事業の中止又は廃止の

承認を受けようとするときは、承認申請書（別記第１０号様式）を直ちに知

事に提出しなければならない。 

 

 （補助事業の遅延の報告） 

第１２条 規則第５条第１項第２号の規定により補助事業を予定の期間内に完 

了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難になった

ときは、補助事業の遅延等の報告書（別記１１号様式）を直ちに知事に提出

しなければならない。 

 

 （実績報告） 

第１３条 規則第１３条の実績報告書は、別記第１２号様式によるものとする。 

２ 前項の実績報告書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 事業実績書（別記第１３号様式） 

(２) 収支精算書（別記第１４号様式） 

(３) 出来高設計書（工事を施工した場合に限る。） 

(４) 契約書の写し及び支出を証する書類 

(５) しゅん工検査復命書の写し（工事を施工した場合に限る。） 

(６) しゅん工写真（工事を施工した場合に限る。） 

(７) その他知事が必要と認める書類 

３ 第１項の実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して３

０日を経過した日又は令和５年（２０２３年）３月１０日のいずれか早い日

とし、その提出部数は１部とする。 

 

 （補助金の額の確定） 

第１４条 規則第１４条の規定による補助金の額の確定通知は、補助金交付確

定通知書（別記第１５号様式）により行うものとする。 

 

 （補助金の請求等） 

第１５条 規則第１６条第１項の規定により知事に提出する請求書は、別記第

１６号様式によるものとする｡ 

２ 補助金の交付を概算払又は前金払により受けようとするときは、別記第１

７号様式によるものとし、その添付書類は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 契約書の写し又は支出を証する書類 

(２) その他知事が必要と認める書類 

 

 （財産の管理・処分の制限） 

第１６条 補助事業者は、補助により取得し、又は効用が増加した財産（以下



「取得財産等」という）について、補助事業の完了後も、取得財産等管理台

帳（別記１８号様式）を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の

注意をもって管理しなければならない。 

２ 規則第２１条第２項に規定する別に定める期間は、減価償却資産の耐用年

数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に規定する耐用年数に相

当する期間とする。 

３ 補助事業者は、取得財産等について、補助金等の交付の目的に反して使用 

し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、 

あらかじめ補助事業財産処分承認申請書（別記第１９号様式）を知事に提出

し、承認を受けなければならない。 

４ 知事は、前項に規定する申請の内容について適当と認めたときは、これを

承認し、補助事業者に対し承認通知書（別記２０号様式）を送付して通知す

るものとする。 

５ 知事は、前項の承認に係る取得財産等の処分をしたことにより補助事業者

に収入があるときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることができ

るものとする。 

 

 （証拠書類の保管期間） 

第１７条 規則第２３条に規定する別に定める期間は、５年とする。 

 

 （雑則） 

第１８条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

 

   附 則 

 この要項は、令和４年度(２０２２年度)９月２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第１号様式（第６条関係） 

第   号  

  年  月  日  

 

 熊本県知事       様 

 

申請者  （市町村等名）     

 

令和４年度（２０２２年度）熊本県プラスチックごみ分別収集支援

補助金交付申請書 

 令和４年度（２０２２年度）熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金の

交付を受けたいので、熊本県補助金等交付規則第３条及び令和４年度（２０２

２年度）熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金交付要項第６条の規定に

基づき関係書類を添えて申請します。 
 
１ 事業の目的 
 
２ 事業の内容及び経費の配分 

事業計画書（別添）のとおり。 
 
３ 交付を受けようとする補助金の額及び算出基礎 

（単位：円） 

番 号 補助事業名 総事業費 交付申請額 

    

    

    

計   

※算出基礎については、別添のとおり。 
 
４ 添付書類 

① 事業計画書（別記第２号様式） 

② 収支予算書（抜粋）又は予算計上確約書 

③ 実施設計書（工事を施工する場合に限る。） 

④ 工程表又はスケジュール表 

⑤ 事業の実施個所を示す位置図 

⑥ 事業の実施個所の平面図（工事を施工する場合に限る。） 

⑦ 現況写真等参考資料（工事を施工する場合に限る。） 

⑧ その他知事が必要と認める書類 

 
本件責任者及び担当者の所属・職名・氏名並びに担当者の連絡先等 

（１）責任者  

（２）担当者  

（３）連絡先 TEL：       E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：  

 



別記第２号様式（第６条関係） 

 

事  業  計  画  書 

 

 市町村等名           

 

番号 補助事業名   

事 業 内 容 

 

事 業 効 果 

 

財源内訳（円） 

熊本県プラスチックごみ

分別収集支援補助金 
 

国庫支出金  

地方債  

その他の特定財源  

一般財源  

計  

（注）この表は、補助事業ごとに作成すること。 

 



別記第３号様式（第６条関係） 

 

収 支 予 算 書 

 

補助事業名： 

 

 

１ 収入 

（単位：円） 

科   目 予算額 摘  要 

   

   

   

計   

 

 

２ 支出 

（単位：円） 

科   目 予算額 摘  要 

   

   

   

計   

（注）この表は、補助事業ごとに作成すること。 

 



別記第４号様式（第７条関係） 

第   号  

  年  月  日  

 

 （市町村等名） 様 

 

熊本県知事         

                      （公印省略） 

 

令和４年度(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補

助金交付決定通知書 

 

   年  月  日付け  第   号で交付申請のありました令和４年度

(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金については、熊本

県補助金等交付規則第４条の規定により、下記の条件を付けて金      

  円を交付することに決定しましたので、同規則第６条及び令和４年度(２

０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金交付要項第７条の規

定に基づき通知します。 

記 

１ 交付決定額の内訳 

（単位：円） 

番 号 補 助 事 業 名 交付決定額 

   

   

   

計  

 

２ 補助の条件 

(１) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受け

ること。 

(２) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が

困難になった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受ける

こと。 

本件責任者及び担当者の所属・職名・氏名並びに担当者の連絡先等 

（１）責任者  

（２）担当者  

（３）連絡先 TEL：       E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：  

 



別記第５号様式（第８条関係） 

第   号  

  年  月  日  

 

 熊本県知事       様 

 

（市町村等名）     

 

令和４年度(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補

助金事業変更申請書 

   年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった令和４年度

(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金の内容を下記のと

おり変更したいので、熊本県補助金等交付規則第７条及び令和４年度(２０２

２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金交付要項第８条の規定に

基づき関係書類を添えて申請します。 

記 

１ 補助金交付申請額 

金       円（変更前の申請額 金      円） 
 
２ 内訳 

（単位：円） 

番 号 補助事業名 総事業費 交付申請額 

    

    

    

計   

（注） 変更前の数値等を、上段に（ ）書きで記入すること。 
 
３ 計画変更の理由 
 
４ 添付書類 

①事業変更計画書（別記第６号様式） 

②実施設計書（工事を施工する場合に限る。） 

③工程表又はスケジュール表 

④事業の実施個所を示す位置図（事業の実施個所を変更する場合に限る。） 

⑤その他参考資料 

 

本件責任者及び担当者の所属・職名・氏名並びに担当者の連絡先等 

（１）責任者  

（２）担当者  

（３）連絡先 TEL：       E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：  

 



別記第６号様式（第８条関係） 

 

事  業  変  更  計  画  書 

 

  市町村等名      

 

番号 補助事業名   

事 業 内 容 

 

事 業 効 果 

 

財源内訳（円） 

熊本県プラスチックごみ

分別収集支援補助金 
 

国庫支出金  

地方債  

その他の特定財源  

一般財源  

計  

（注）１ この表は、各補助事業ごとに作成すること。 

   ２ 変更前の数値等を上段に（ ）書きで記入すること。 

 



別記第７号様式（第８条関係） 

第   号  

  年  月  日  

 

 （市町村等名） 様 

 

熊本県知事         

（公印省略） 

 

令和４年度(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補

助金変更交付決定通知書 

   年  月  日付け  第   号で申請のありました令和４年度(２

０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金の計画変更について

は、熊本県補助金等交付規則第７条第２項の規定により承認し、下記の条件を

付けて、金      円（前回までの交付決定額金      円）に変更

することに決定しましたので、同条第３項の規定により準用する同規則第６条

及び令和４年度(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金交

付要項第８条第３項の規定に基づき通知します。 

記 

１ 変更交付決定額の内訳 

（単位：円） 

番 号 補助事業名 変更交付決定額 

   

   

   

計  

 

２ 補助の条件 

(１) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受け

ること。 

(２) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が

困難になった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受ける

こと。 

本件責任者及び担当者の所属・職名・氏名並びに担当者の連絡先等 

（１）責任者  

（２）担当者  

（３）連絡先 TEL：       E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：  

 



別記第８号様式（第８条関係） 

第   号  

  年  月  日  

 

 （市町村等名） 様 

 

熊本県知事         

（公印省略）    

 

令和４年度(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補

助金計画変更承認通知書 

   年  月  日付け  第   号で申請のありました令和４年度(２

０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金の計画変更について

は、熊本県補助金等交付規則第７条第２項の規定により承認しましたので、同

条第３項の規定により準用する同規則第６条及び令和４年度(２０２２年度)熊

本県プラスチックごみ分別収集支援補助金交付要項第８条第３項の規定に基づ

き通知します。 

 

本件責任者及び担当者の所属・職名・氏名並びに担当者の連絡先等 

（１）責任者  

（２）担当者  

（３）連絡先 TEL：       E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：  

 



別記第９号様式（第１０条関係） 

第   号  

  年  月  日  

 

 熊本県知事       様 

 

（市町村等名）       

 

令和４年度(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補

助金事業遂行状況報告書 

 

   年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった令和４年度

(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金の遂行状況につい

て、熊本県補助金等交付規則第１１条及び令和４年度(２０２２年度)熊本県プ

ラスチックごみ分別収集支援補助金交付要項第１０条の規定に基づき、下記の

とおり報告します。 

記 

補助事業名 
総事業費 

（千円） 

着 工 

年月日 

完了予定 

年月日 

進捗率 

月 日現在 

備 

考 

      

      

      

（注）事業実施上の問題点があれば、備考欄に記入欄する。

本件責任者及び担当者の所属・職名・氏名並びに担当者の連絡先等 

（１）責任者  

（２）担当者  

（３）連絡先 TEL：       E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：  

 



別記第１０号様式（第１１条関係） 

第   号  

  年  月  日  

 

 熊本県知事       様 

 

（市町村等名）       

 

令和４年度(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補

助金に係る補助事業の中止（廃止）承認申請書 

 

   年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった令和４年度

(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金について、下記の

とおり中止（廃止）したいので、熊本県補助金等交付規則第５条第１項第１号

及び令和４年度(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金交

付要項第１１条の規定に基づき、承認を申請します。 

 

記 

１ 事 業 名 

 

 

２ 中止（廃止）する理由 

 

 

３ 中止の期間（廃止の時期） 

 

 

４ 中止（廃止）後の措置 

 

 

 

 

※不要な文字は削除して使うこと。 

本件責任者及び担当者の所属・職名・氏名並びに担当者の連絡先等 

（１）責任者  

（２）担当者  

（３）連絡先 TEL：       E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：  

 



別記第１１号様式（第１２条関係） 

第   号  

  年  月  日  

 

 熊本県知事       様 

 

（市町村等名）       

 

令和４年度(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補

助金に係る補助事業遅延等報告書 

 

   年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった令和４年度

(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金に係る補助事業の

遅延等について、熊本県補助金等交付規則第５条第１項第２号及び令和４年度

(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金交付要項第１２条

の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

１ 事 業 名 

 

 

２ 補助事業の進捗状況 

 

 

３ 同上に要した経費 

 

 

４ 遅延等の原因及び内容 

 

 

５ 遅延等に係る措置 

 

 

６ 補助事業の遂行及び完了の予定 

 

本件責任者及び担当者の所属・職名・氏名並びに担当者の連絡先等 

（１）責任者  

（２）担当者  

（３）連絡先 TEL：       E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：  

 



別記第１２号様式（第１３条関係） 

第   号  

  年  月  日  

 

 熊本県知事       様 

 

（市町村等名）       

 

令和４年度(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補

助金事業実績報告書 

 

   年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった令和４年度

(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金に係る事業を実施

したので、熊本県補助金等交付規則第１３条及び令和４年度(２０２２年度)熊

本県プラスチックごみ分別収集支援補助金交付要項第１３条の規定に基づき、

関係書類を添えてその実績を報告します。 

 

１ 事業完了年月日       年  月  日 

 

２ 事業別実績額（総括）表 

（単位：円） 

番 号 補助事業名 総事業費 補助金額 

    

    

    

計   

 

３ 添付書類 

① 事業実績書（別記第１３号様式） 

② 収支精算書（別記第１４号様式） 

③ 出来高設計書（工事を施工した場合に限る。） 

④ 契約書の写し及び支出を証する書類 

⑤ しゅん工検査復命書の写し（工事を施工した場合に限る。） 

⑥ しゅん工写真（工事を施工した場合に限る。） 

⑦ その他知事が必要と認める書類 

本件責任者及び担当者の所属・職名・氏名並びに担当者の連絡先等 

（１）責任者  

（２）担当者  

（３）連絡先 TEL：       E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：  

 



別記第１３号様式（第１３条関係） 

 

事  業  実  績  書 

 

 市町村等名        

 

番号 補助事業名   

事業完了日 
 

     年  月  日 

事 業 内 容 

 

事 業 効 果 

 

財源内訳（円） 

熊本県プラスチックごみ

分別収集支援補助金 
 

国庫支出金  

地方債  

その他の特定財源  

一般財源  

計  

（注）１ この表は、各補助事業ごとに作成すること。 

    ２ 申請時の数値等を上段に（ ）書きで記入すること。 



別記第１４号様式（第１３条関係） 

 

収 支 精 算 書 

 

補助事業名： 

 

 

１ 収入 

（単位：円） 

科   目 予算額 精算額 増 減 摘  要 

     

     

     

計     

 

 

２ 支出 

（単位：円） 

科   目 予算額 精算額 増 減 摘  要 

     

     

     

計     

（注）この表は、補助事業ごとに作成すること。 

 



別記第１５号様式（第１４条関係） 

第   号  

  年  月  日  

 

 （市町村等名） 様 

 

熊本県知事          

                     （公印省略） 

 

令和４年度(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補

助金交付確定通知書 

   年  月  日付け  第   号で交付決定した令和４年度(２０２

２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金については、熊本県補助

金等交付規則第１４条及び令和４年度(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ

分別収集支援補助金交付要項第１４条の規定に基づき、下記のとおりその額を

確定しましたので通知します。 

 

記 

 

 １ 交付確定額   金         円 

 

 

 ２ 交付決定額   金         円 

本件責任者及び担当者の所属・職名・氏名並びに担当者の連絡先等 

（１）責任者  

（２）担当者  

（３）連絡先 TEL：       E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：  

 



別記第１６号様式（第１５条関係） 

 

令和４年度(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補

助金交付請求書 

 

   年  月  日付け  第   号で交付確定の通知があった令和４年

度(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金として、下記の

金額を交付されるよう熊本県補助金等交付規則第１６条及び令和４年度(２０

２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金交付要項第１５条第１

項の規定に基づき請求します。 

 

記 

 

 

請求額 金        円 

 

 

口 

座 

振 

替 

払 

金融機関名 銀行   支店 

預金種目 １普通  ２当座 

口座番号  

口座名義  

直接払 

送金払 

 

 

     年  月  日 

 

市町村等名           

 

 

 熊本県知事       様 

 

本件責任者及び担当者の所属・職名・氏名並びに担当者の連絡先等 

（１）責任者  

（２）担当者  

（３）連絡先 TEL：       E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：  

 



別記第１７号様式（第１５条関係） 

 

 

令和４年度(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補

助金概算払（前金払）請求書 

 

   年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった令和４年度

(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金のうち、下記の額

を交付されるよう熊本県補助金等交付規則第１６条及び令和４年度(２０２２

年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金交付要項第１５条第２項の

規定に基づき、関係書類を添えて請求します。 

 

記 

 

 

請求額 金        円 

 

 

 

 

     年  月  日 

 

 

市町村等名           

 

 

 熊本県知事       様 

 

 

 添付書類 

１ 契約書の写し又は支出を証明する書類 

２ その他参考資料 

 

※不要な文字は削除して使うこと。 

 

 

 

 

 

本件責任者及び担当者の所属・職名・氏名並びに担当者の連絡先等 

（１）責任者  

（２）担当者  

（３）連絡先 TEL：       E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：  

 



別記第１８号様式（第１６条関係） 

 

 

 

収取得財産等管理台帳（  年度） 

 

（単位：円） 

区

分 

財産名 規格 単

位 

数

量 

単価 金額 取得 

年月日 

保管

場所 

備考 

          

 

 

（注）１ 対象となる取得財産等は、補助対象事業により取得した財産です。 

   ２ 数量は、同一規格であれば一括して記載して差し支えありません。

単価が異なる場合は、分割して記載してください。 

   ３ 取得年月日は、検査を行う場合は検収年月日を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第１９号様式（第１６条関係） 

第   号  

  年  月  日  

 

 熊本県知事       様 

 

（市町村等名）     

 

令和４年度(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補

助金に係る補助事業財産処分承認申請書 

 

   年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった令和４年度

(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金に係る補助事業に

ついて、当該補助事業により取得した財産等を下記のとおり処分したいので、

熊本県補助金等交付規則第２１条第２項及び令和４年度(２０２２年度)熊本県

プラスチックごみ分別収集支援補助金交付要項第１６条第３項の規定に基づき、

承認を申請します。 

 

記 

１ 取得財産等の品目及び取得年月日 

 

 

２ 取得価格及び時価 

 

 

３ 処分の方法 

 

 

４ 処分の理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件責任者及び担当者の所属・職名・氏名並びに担当者の連絡先等 

（１）責任者  

（２）担当者  

（３）連絡先 TEL：       E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：  

 



別記第２０号様式（第１６条関係） 

第   号  

  年  月  日  

 

 （市町村等名） 様 

 

熊本県知事          

                     （公印省略） 

 

令和４年度(２０２２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補

助金により取得した財産の処分の承認通知書 

 

   年  月  日付け  第   号で申請のあった令和４年度(２０２

２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金に係る財産等の処分の承

認申請については、熊本県補助金等交付規則第２１条及び令和４年度(２０２

２年度)熊本県プラスチックごみ分別収集支援補助金交付要項第１６条第４項

並びに第５項の規定に基づき下記の条件を付して承認します。 

 なお、当該財産等の処分後、関係書類の写しを添付し、その処分結果を報告

してください。 

 

記 

承認の条件 

１ 当該財産等の処分をしたことにより収入があるときは、その収入の全部

又は一部を納付すること。 

２ 当該財産等に設定された担保に係る期限の利益が喪失した場合は、直ち

に当該財産の残存簿価又は時価評価のいずれか高い金額に補助率を乗じた

金額を納付すること。 

 

 

本件責任者及び担当者の所属・職名・氏名並びに担当者の連絡先等 

（１）責任者  

（２）担当者  

（３）連絡先 TEL：       E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：  

 


